
参
考

資
料

2
 

   厚 生 年 金 保 険 の 保 険 給 付 及 び 国 民 年 金 の 給 付 の 支 払 の 遅 延 に 係 る 加 算 金 の 支 給 に 関 す る 法 律 要 綱 
第 一 趣 旨 

第
１

５
回

社
会

保
障

審
議

会
年

金
部

会
 

平
成

２
１

年
５

月
２

６
日

 

  こ の 法 律 は 、 政 府 が 管 掌 す る 厚 生 年 金 保 険 事 業 及 び 国 民 年 金 事 業 に お け る 被 保 険 者 等 に 関 す る 年 金 記 録

の 管 理 の 不 備 に 起 因 し た 様 々 な 問 題 の 重 大 性 及 び こ れ ら の 問 題 に 緊 急 に 対 処 す る 必 要 性 に か ん が み 、 か つ 、

公 的 年 金 制 度 に 対 す る 国 民 の 信 頼 を 速 や か に 回 復 す る た め 、 年 金 記 録 の 訂 正 が な さ れ た 上 で 厚 生 年 金 保 険

法 に よ る 保 険 給 付 （ こ れ に 相 当 す る 給 付 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 又 は 国 民 年 金 法 に よ る 給 付 （ こ れ に 相 当 す

る 給 付 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） （ 以 下 第 一 に お い て 「 年 金 給 付 等 」 と い う 。 ） を 受 け る 権 利 に 係 る 裁 定 （ 裁

定 の 訂 正 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） が 行 わ れ た 場 合 に お い て 適 正 な 年 金 記 録 に 基 づ い て 裁 定 が 行 わ れ た な ら ば

支 払 う こ と と さ れ た 日 よ り も 大 幅 に 遅 延 し て 支 払 わ れ る 年 金 給 付 等 の 額 に つ い て 、 そ の 現 在 価 値 に 見 合 う

額 と な る よ う に す る た め の 加 算 金 の 支 給 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る こ と 。 （ 第 一 条 関 係 ） 

第 二 特 別 加 算 金 の 支 給 

 一 保 険 給 付 遅 延 特 別 加 算 金 の 支 給 

   社 会 保 険 庁 長 官 は 、 厚 生 年 金 保 険 の 受 給 権 者 又 は 受 給 権 者 で あ っ た 者 （ 未 支 給 の 保 険 給 付 の 支 給 を 請

  一



 

二

求 す る 権 利 を 有 す る 者 を 含 む 。 ） に つ い て 、 年 金 記 録 の 訂 正 が な さ れ た 上 で こ の 法 律 の 施 行 の 日 （ 以 下

「 施 行 日 」 と い う 。 ） 以 後 に 当 該 受 給 権 に 係 る 裁 定 が 行 わ れ た 場 合 に お い て は 、 そ の 裁 定 に よ る 当 該 年

金 記 録 の 訂 正 に 係 る 受 給 権 に 基 づ き 支 払 う も の と さ れ る 保 険 給 付 （ 厚 生 年 金 保 険 の 保 険 給 付 及 び 国 民 年

金 の 給 付 に 係 る 時 効 の 特 例 等 に 関 す る 法 律 （ 以 下 「 時 効 特 例 法 」 と い う 。 ） の 規 定 に よ り 支 払 う も の と

さ れ る 保 険 給 付 又 は こ れ に 相 当 す る 保 険 給 付 と し て 政 令 で 定 め る も の に 限 る 。 以 下 同 じ 。 ） の 全 額 を 基

礎 と し て 、 受 給 権 を 取 得 し た 日 に 適 正 な 年 金 記 録 に 基 づ い て 裁 定 が 行 わ れ た な ら ば 支 払 わ れ る こ と と さ

れ た 日 か ら 当 該 保 険 給 付 を 支 払 う こ と と す る 日 ま で の 間 の 物 価 の 状 況 を 勘 案 し て 政 令 で 定 め る と こ ろ に

よ り 算 定 し た 額 （ 以 下 「 保 険 給 付 遅 延 特 別 加 算 金 」 と い う 。 ） を 、 当 該 保 険 給 付 を 支 払 う こ と と さ れ る

者 に 対 し 支 給 す る も の と す る こ と 。 （ 第 二 条 関 係 ） 。 

 二 給 付 遅 延 特 別 加 算 金 の 支 給 

   社 会 保 険 庁 長 官 は 、 国 民 年 金 の 受 給 権 者 又 は 受 給 権 者 で あ っ た 者 （ 未 支 給 の 年 金 の 支 給 を 請 求 す る 権

利 を 有 す る 者 を 含 む 。 ） に つ い て 、 年 金 記 録 の 訂 正 が な さ れ た 上 で 施 行 日 以 後 に 当 該 受 給 権 に 係 る 裁 定

が 行 わ れ た 場 合 に お い て は 、 そ の 裁 定 に よ る 当 該 年 金 記 録 の 訂 正 に 係 る 受 給 権 に 基 づ き 支 払 う も の と さ



れ る 給 付 （ 時 効 特 例 法 の 規 定 に よ り 支 払 う も の と さ れ る 給 付 又 は こ れ に 相 当 す る 給 付 と し て 政 令 で 定 め

る も の に 限 る 。 以 下 同 じ 。 ） の 全 額 を 基 礎 と し て 、 受 給 権 を 取 得 し た 日 に 適 正 な 年 金 記 録 に 基 づ い て 裁

定 が 行 わ れ た な ら ば 支 払 わ れ る こ と と さ れ た 日 か ら 当 該 給 付 を 支 払 う こ と と す る 日 ま で の 間 の 物 価 の 状

況 を 勘 案 し て 政 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 算 定 し た 額 （ 以 下 「 給 付 遅 延 特 別 加 算 金 」 と い う 。 ） を 、 当 該

給 付 を 支 払 う こ と と さ れ る 者 に 対 し 支 給 す る も の と す る こ と 。 （ 第 三 条 関 係 ） 

第 三 費 用 

  保 険 給 付 遅 延 特 別 加 算 金 及 び 給 付 遅 延 特 別 加 算 金 （ 以 下 第 三 に お い て 「 加 算 金 」 と い う 。 ） の 支 給 に 要

す る 費 用 は 、 そ れ ぞ れ 厚 生 年 金 保 険 事 業 に 要 す る 費 用 及 び 国 民 年 金 事 業 に 要 す る 費 用 に 含 ま れ る も の と す

る こ と 。 こ の 場 合 に お い て 、 加 算 金 を そ れ ぞ れ 当 該 加 算 金 の 計 算 の 基 礎 と な る 厚 生 年 金 保 険 法 に よ る 保 険

給 付 及 び 国 民 年 金 法 に よ る 給 付 と み な し て 、 厚 生 年 金 保 険 法 及 び 国 民 年 金 法 の 国 庫 の 負 担 に 関 す る 規 定 並

び に 同 法 の 基 礎 年 金 拠 出 金 に 関 す る 規 定 （ 他 の 法 令 の こ れ ら に 相 当 す る 規 定 を 含 む 。 ） を 適 用 す る も の と

す る こ と 。 （ 第 七 条 第 一 項 関 係 ） 

第 四 不 服 申 立 て 

  三



 

四

 １ 保 険 給 付 遅 延 特 別 加 算 金 又 は 給 付 遅 延 特 別 加 算 金 の 支 給 に 関 す る 処 分 等 （ ２ の 処 分 等 を 除 く 。 ） に 不

服 が あ る 者 は 、 社 会 保 険 審 査 官 に 対 し て 審 査 請 求 を し 、 そ の 決 定 に 不 服 が あ る 者 は 、 社 会 保 険 審 査 会 に

対 し て 再 審 査 請 求 を す る こ と が で き る も の と す る こ と 。 （ 第 八 条 第 一 項 関 係 ） 

 ２ 厚 生 年 金 保 険 法 に よ る 脱 退 一 時 金 に 係 る 保 険 給 付 遅 延 特 別 加 算 金 又 は 国 民 年 金 法 に よ る 脱 退 一 時 金 に

係 る 給 付 遅 延 特 別 加 算 金 の 支 給 に 関 す る 処 分 等 に 不 服 が あ る 者 は 、 社 会 保 険 審 査 会 に 対 し て 審 査 請 求 を

す る こ と が で き る も の と す る こ と 。 （ 第 九 条 関 係 ） 

 ３ １ 又 は ２ の 処 分 等 の 取 消 し の 訴 え は 、 当 該 処 分 等 に つ い て の 再 審 査 請 求 又 は 審 査 請 求 に 対 す る 社 会 保

険 審 査 会 の 裁 決 を 経 た 後 で な け れ ば 、 提 起 す る こ と が で き な い も の と す る こ と 。 （ 第 十 一 条 関 係 ） 

第 五 受 給 権 の 保 護 等 

  保 険 給 付 遅 延 特 別 加 算 金 及 び 給 付 遅 延 特 別 加 算 金 の 支 給 に 関 し 、 受 給 権 の 保 護 、 公 課 の 禁 止 、 不 正 利 得

の 徴 収 及 び 時 効 に つ い て 所 要 の 規 定 を 設 け る こ と 。 （ 第 四 条 か ら 第 六 条 ま で 及 び 第 十 二 条 関 係 ） 

第 六 施 行 期 日 等 

 一 施 行 期 日 



   こ の 法 律 は 、 公 布 の 日 か ら 起 算 し て 一 年 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る も の

と す る こ と 。 （ 附 則 第 一 条 関 係 ） 

 二 保 険 給 付 遅 延 特 別 加 算 金 及 び 給 付 遅 延 特 別 加 算 金 の 支 給 に 関 す る 経 過 措 置 

  １ 保 険 給 付 遅 延 特 別 加 算 金 及 び 給 付 遅 延 特 別 加 算 金 は 、 施 行 日 前 に 第 二 の 一 又 は 二 の 裁 定 が 行 わ れ た

者 に 対 し て も 支 給 す る も の と す る こ と 。 た だ し 、 施 行 日 前 に 当 該 保 険 給 付 又 は 当 該 給 付 を 支 払 わ れ た

者 （ 以 下 「 既 支 払 者 」 と い う 。 ） に 対 す る 保 険 給 付 遅 延 特 別 加 算 金 又 は 給 付 遅 延 特 別 加 算 金 の 支 給 は 、

当 該 者 の 請 求 に よ り 行 う も の と す る こ と 。 （ 附 則 第 二 条 第 一 項 関 係 ） 

  ２ １ の た だ し 書 の 場 合 に お い て 、 公 布 日 以 後 に 当 該 保 険 給 付 又 は 当 該 給 付 を 支 払 わ れ た 既 支 払 者 で あ

っ て 、 施 行 日 に お い て 当 該 保 険 給 付 に 係 る 受 給 権 に 基 づ き 厚 生 年 金 保 険 法 に よ る 保 険 給 付 を 受 け て い

る も の 又 は 当 該 給 付 に 係 る 受 給 権 に 基 づ き 国 民 年 金 法 に よ る 給 付 を 受 け て い る も の は 、 施 行 日 に お い

て 、 １ の た だ し 書 の 請 求 を し た も の と み な す も の と す る こ と 。 （ 附 則 第 二 条 第 二 項 関 係 ） 

  ３ 既 支 払 者 が 施 行 日 前 に 死 亡 し た 場 合 又 は 既 支 払 者 で あ っ て １ の た だ し 書 の 請 求 を し て い な い も の

（ ２ に よ り １ の た だ し 書 の 請 求 を し た も の と み な さ れ る も の を 除 く 。 ） が 施 行 日 以 後 に 死 亡 し た 場 合

  五
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に お い て は 、 そ の 者 の 配 偶 者 （ 届 出 を し て い な い が 、 事 実 上 婚 姻 関 係 と 同 様 の 事 情 に あ っ た 者 を 含 む 。

以 下 同 じ 。 ） 、 子 、 父 母 、 孫 、 祖 父 母 又 は 兄 弟 姉 妹 で あ っ て 、 そ の 者 の 死 亡 の 当 時 そ の 者 と 生 計 を 同

じ く し て い た も の は 、 自 己 の 名 で 、 当 該 保 険 給 付 に 係 る 保 険 給 付 遅 延 特 別 加 算 金 又 は 当 該 給 付 に 係 る

給 付 遅 延 特 別 加 算 金 の 支 給 の 請 求 を 行 う こ と が で き る も の と す る こ と 。 （ 附 則 第 二 条 第 三 項 関 係 ） 

  ４ 既 支 払 者 が １ の た だ し 書 の 請 求 （ ２ に よ り １ の た だ し 書 の 請 求 を し た も の と み な さ れ る 場 合 を 含

む 。 ） を し た 後 に 死 亡 し た 場 合 又 は ３ に よ り 保 険 給 付 遅 延 特 別 加 算 金 若 し く は 給 付 遅 延 特 別 加 算 金 の

請 求 を し た 者 が 当 該 請 求 を し た 後 に 死 亡 し た 場 合 に お い て 、 そ の 者 が 支 給 を 受 け る べ き 保 険 給 付 遅 延

特 別 加 算 金 又 は 給 付 遅 延 特 別 加 算 金 で そ の 支 払 を 受 け な か っ た も の が あ る と き は 、 そ の 者 の 配 偶 者 、

子 、 父 母 、 孫 、 祖 父 母 又 は 兄 弟 姉 妹 で あ っ て 、 そ の 者 の 死 亡 の 当 時 そ の 者 と 生 計 を 同 じ く し て い た も

の は 、 自 己 の 名 で 、 そ の 未 支 給 の 保 険 給 付 遅 延 特 別 加 算 金 又 は 給 付 遅 延 特 別 加 算 金 の 支 給 の 請 求 を 行

う こ と が で き る も の と す る こ と 。 （ 附 則 第 三 条 第 一 項 関 係 ） 

  ５ １ の た だ し 書 、 ３ 及 び ４ の 請 求 は 、 施 行 日 か ら 五 年 以 内 に 行 わ な け れ ば な ら な い も の と す る こ と 。

（ 附 則 第 二 条 第 八 項 及 び 附 則 第 三 条 第 二 項 関 係 ） 



第 七 年 金 給 付 の 支 給 に 係 る 業 務 に 係 る 体 制 の 整 備 

  国 は 、 適 正 な 年 金 記 録 に 基 づ く 年 金 給 付 の 支 給 に 係 る 業 務 が 円 滑 か つ 迅 速 に 遂 行 さ れ る よ う 、 当 該 業 務

に 従 事 す る 人 材 の 確 保 そ の 他 必 要 な 体 制 の 整 備 を 図 る も の と す る こ と 。 （ 附 則 第 四 条 関 係 ） 
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